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平成５年に女性課（現：男女共同参画課）がスタートした時点から設置されている相談

室では、一貫して『ジェンダーの視点、生活者の視点』を持って相談にのることを念頭に

置き、その業務にあたっています。 

男女共同参画センターで相談業務を行うメリットとして、 

① ひとりの女性の問題を福祉の分野を含めトータルに把握し、対応・支援をしていける。 
② フェミニスト・カウンセリングの知識や技術を生かした相談を行うことができる。 
③ 男性の出入りが、市役所と比較して格段に少ないため、特にＤＶ被害者にとっては安
心、安全な相談場所となっている。 

等々をあげることができると思います。 

当初、相談員は婦人相談員１人でのスタートでしたが、業務が多忙を極めたため、平

成１４年には女性相談員を１人増員し、平成２３年２月からは３人の婦人相談員がその業

務にあたる体制となりました。 

この１９年間、相談室で発せられる女性たちの抱える問題は、個人の問題であると同時

に、ここ四日市に生活する多くの女性たちに共通する社会の課題として受け止めてきまし

た。相談者が自分の問題、課題に立ち向かう力をつけ（エンパワーメントする）、自分らし

い生き方をするために、相談室として何ができるのか、どのような支援が必要なのかを考

え、実行すると同時に、行政としての課題を明らかにし、問題解決に必要な施策につなげ

ていく取り組みも行っています。 
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Ⅰ．相談件数とその内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※巡回： 婦人相談員が、関係機関等へ出向き、ケース対応をすること。 
※電話の件数には、関係機関等への報告・連絡・調整対応等が含まれます。 

 

● 相談の主訴のトップは、暴力の相談（相談全体の６４．８％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市は平成２５年３月に、「四日市市配偶者からの暴力（DV）防止基本計画」を

策定しました。計画策定に向けて、平成２３年度に実施した「配偶者からの暴力（DV）

に関する市民意識調査」 では、配偶者等から何らかの暴力行為を受けたのは、４割

強。性別でみると、女性の約５割が、何らかの行為を受けた経験があるという結果が出

ました。（男性では約３割台） 

相談では、相談者（被害女性）にＤＶについて正しい理解をしてもらいながら、関係

機関（警察、家庭児童相談室などの社会福祉事務所、保健所など）とも連携し、継続

的な精神的支援とともに具体的な生活支援も行っていくことが必要となります。 

平成２４年度に一時保護を行った女性は１４人。「ＤＶ防止法」申請に伴う支援（保護

命令の申立支援※（１））を行ったのは、８人でした。 
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主訴 電話 来所 巡回 合計 ％
暴力 2,105 113 220 2,438 64.8%
夫婦関係 541 206 2 749 19.9%
親子・家庭親族 133 30 1 164 4.3%
生き方 86 23 7 116 3.1%
別れた夫 72 15 10 97 2.6%
暮らし 63 8 9 80 2.1%
こころ 24 7 1 32 0.9%
人間関係 27 3 0 30 0.8%
仕事上の問題 10 3 0 13 0.3%
からだ 3 1 0 4 0.1%
性・性的被害 2 0 0 2 0.1%
保護・更正 0 0 0 0 0.0%
その他 37 0 1 38 1.0%

合計 3,103 409 251 3,763 100.0%

暴力の相手方 電話 来所 巡回 合計 ％
夫から 1,689 104 178 1,971 80.8%
親から 246 1 32 279 11.4%
別れた夫から 114 4 10 128 5.3%
恋人から 25 3 0 28 1.2%
ストーカー 15 1 0 16 0.7%
子どもから 10 0 0 10 0.4%
その他 6 0 0 6 0.2%

合計 2,105 113 220 2,438 100.0%
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 子どもの時に受けた暴力、親のＤＶを見て育ったことが、現在の暴力に苦しむ根底に

潜んでいることもあります。「児童虐待防止法」では、配偶者に対する暴力の場に子ど

もを居合わせることも、子どもへの虐待であると定義されています。※（２） 被害者への

支援は、暴力の連鎖を断ち切り、次の世代の暴力を生まないためにも重要です。 

また、昨年度の暴力の相談（３５．７％）と比べ相談件数が増えたのは、夫婦間の暴

力に加え、親からの暴力で対応したケースで、長期間、多岐にわたる関係機関とのか

かわりを持ちながらの支援をしたことによります。未成年であっても１８歳以上の場合、

児童相談所は関われず、さらに、無職の場合は、アパートを借りることも難しくなります。

病気などで働くことができない相談者は婦人保護施設に入所することもできないなど、

今後の課題が残りました。 

暴力（ＤＶ）が原因で別居や離婚を進めている、あるいは進めている中での親権や

養育費、財産分与の問題は、「暴力」の相談件数には入っていません。また、親や子

からの暴力があっても、相談者が親子関係を主訴にしてくる場合も、「暴力」の相談件

数に入っていないため、実際には暴力による被害者数はもっと多いと考えられます。 
※（１） ＤＶ防止法・・・平成 13 年に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 

（第 4 章 10－22 条に規定） 

※（２） 児童虐待防止法・・・「児童虐待の防止等に関する法律」（第 2条に規定） 

 

● 相談の主訴の２番目は、夫婦関係の相談（相談全体の１９．９％） 

 夫婦関係の相談は、「離婚・別居にかかわる問題」「夫の家出や蒸発」「夫の浮気」

「夫の酒乱や薬物中毒」「夫の賭け事や借金」「性格の不一致」「性的問題」などが含ま

れます。 

相談者の辛い思いを受け止めるだけではなく、関係機関と連携して、相談者の生活

を支援していくためのさまざまなサポートや、離婚に際しての慰謝料、財産分与、養育

費や親権などの調停や裁判などを相談者が主体的に進めていくための支援である法

律相談が必要です。 

 夫婦関係の悩みの背景には、「結婚生活に対する男女の期待の格差」「女性の経済

的自立の問題（性別による賃金格差、Ｍ字カーブ※（３）等）」「性別役割分担意識によ

る夫の家事育児への無理解」や、「安易な人間関係（ネットによる出会い、予期せぬ妊

娠）による結婚」もあると思われます。 
※（３） Ｍ字カーブ・・・日本人女性の年齢階級別の労働力率（15 歳以上の人口に占める求職中の人も含めた働く

人の割合）をグラフで表した場合の曲線の形がＭ字になることから付けられた。女性が働き続けるための条

件が整っていないため、結婚・出産等で仕事を辞め、家事育児に専念し、育児が終了した後に再度就労す

る働き方を表す。再就職の雇用形態は非正規が多く、労働条件が悪くなる（社会保障がない、低賃金、不安

定な雇用等）ことが多い。 

  

● 親子・家庭親族の相談（相談全体の４．３％） 

親子・家庭親族についての相談は、「子」「親」「義理の親・子」「兄弟姉妹」「親族」と、

相談の対象はさまざまです。また、「子」への「虐待・育児不安」、親の「介護・扶養」、親

族間の「相続・遺言・財産問題」など、多岐にわたります。 

 子との関係では、相談者が親とどのような関係の中で育ってきたのかも背景にありま
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す。親や姉妹兄弟、親族との関係では、子や嫁としての役割の押しつけによる辛さが

見られます。継続的に話を聴き、問題を整理していくことが必要となります。 

また、介護、生活困窮、生活環境にかかわる問題や相続など財産にかかわる問題

は、専門的な機関や法律相談につなげ、適切な情報提供を行っています。 

 

● 別れた夫の相談（相談全体の２．６％） 

別れた夫についての相談は、養育費の支払いや面会などの問題と、本人への嫌が

らせなどがあります。夫婦間の問題でも述べましたが、関係機関と連携して、相談者を

支援していくためのさまざまなサポートを行っています。 

 

● 生き方・暮らし・こころ・人間関係・仕事上の問題・からだの相談 
（相談全体の７．３％） 

相談者が前を向いて自分らしく生きていくために、男女共同参画センターとしては

大切な相談です。「夫に食べさせてもらっている」「病気のときでも、専業主婦の自分が

家事を一切しなくてはいけない」「当たり前のことができない自分が悪い」と、相談者が

ジェンダー※（１）に縛られ、自分自身を生きにくくしているという場合もあります。 

フェミニスト・カウンセリング※（２）の知識や技術を生かした相談をしながら、具体的な

生活の支援から精神的な支援、医療関係等の専門機関へのつなぎなど、相談内容に

応じた適切な情報提供とともに、関係機関と連携して支援しています。 

パワーハラスメント※（３）については、相談内容によって、三重労働局雇用機会均等

室などの関係機関につなげるなどの対応をしています 
※（１） ジェンダー・・・女性・男性に関する性の区別の中で、「女らしさ、男らしさ」といった、社会的・文化的に決め

られてきた区別とそこから来る格差のこと。 

※（２） フェミニスト・カウンセリング・・・「女性の生き難さは個人の問題ではなく、社会の問題である」という視点を持

った女性のためのカウンセリング。 

※（３） パワーハラスメント・・・「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背

景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」。平成

13 年にクオレ・シー・キューブ(岡田康子代表)が提唱した和製英語。厚生労働省は平成 24 年 1 月 30 日、

職場における「パワーハラスメント」の定義を発表した。 

 

● 性・性的被害と保護・更生の相談（相談全体の０．１％） 

婦人保護事業は、「売春防止法」に基づいて行われています。買売春の実態（援助

交際、出会い系ネット、風俗業の複雑化など）は、さまざまに形を変え、ますます見え

にくくなってきていますが、買売春は存在しています。レイプや痴漢については、警察

が関わることが多いと思われますが、どれほどの被害者が声に出して被害を届けられ

ているかは疑問です。相談室が、当事者の相談できる場として周知をしていく必要が

あります。 

セクシャルハラスメントについては、パワーハラスメントと同様の対応をしています。 



 ４

Ⅱ．年齢別相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 相談者の年齢層 

 今年度は、２０歳代で子どもを抱えた暴力被害者からの相談が多くありました。この年

代が暴力被害を受けた場合、子どもが幼少で、本人の社会生活経験が少ないこともあ

り、問題を解決するには、多岐にわたる機関との連携が必要となります。 

１０歳代の相談では、親からの暴力やデートＤＶ、予期せぬ妊娠などによる安易な

結婚の問題（DV、離婚）がみられます。親や交際相手も含め、相手との対等な関係の

中で、他者に依存するのではなく、自分の生き方を自分自身で考え、自ら決断するこ

との大切さを学ぶ場の必要性を感じます。 

３０歳代は女性の生き方の分岐点といえます。「結婚したけれど、こんなはずじゃな

かった」｢おとなになっても、親との問題が整理できない」「職場での人間関係がうまくい

かない」など、さまざまな問題が寄せられます。これらの問題の背景には、「結婚生活

に対する男女の期待の格差」「密着した親子（家族）関係の中で、親離れ、子離れがで

きないこと」「職場で女性が“女性役割”に縛られる問題」などが背景になっていると思

われます。 

４０歳代も３０歳代と同様な悩みがみられ、５０歳代になると、親の介護や相続の問題

とともに、娘の DV被害についての相談も寄せられています。 

６０歳代以上の相談は、平成１９年４月に離婚時の年金分割制度※が実施されたこと

で離婚を決意したり、ＤＶへの認知度が高まっていることから「夫に怯えることなく、自

分らしい安心した生活を送りたい」となったり、自分の悩み（家族、親族、嫁姑、近所、

地域等の問題）を声に出すことができるようになってきたりしているのではないかと思わ

れます。 
※離婚時の年金分割制度・・・平成 19 年 4月 1日以後に離婚等をし、「婚姻期間中の厚生年金記録（標準報酬月

額・標準賞与額）があること」「当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。（合意がまとまら

ない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができる）」「請求期限（原則，離婚等

をした日の翌日から起算して 2年以内）を経過していないこと」の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求

により、婚姻期間中の厚生年金記録（標準報酬月額・標準賞与額）を当事者間で分割することができる制度。  

年齢 電話 来所 巡回 合計 ％
10歳代 374 7 40 421 11.2%
20歳代 1147 66 115 1,328 35.3%
30歳代 765 161 68 994 26.4%
40歳代 382 101 16 499 13.3%
50歳代 117 33 2 152 4.0%
60歳代 140 33 9 182 4.8%
70歳代以上 28 4 0 32 0.9%
不明 150 4 1 155 4.1%

3,103 409 251 3,763

10歳代
11.2%

20歳代
35.3%

30歳代
26.4%

40歳代
13.3%

不明
4.1%60歳代

4.8%
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0.9%

50歳代
4.0%
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Ⅲ．女性のための相談としての取り組み 

 
  相談室では、女性が「自分らしく生きる｣上で、必要な情報を提供したり、抱えてい

る問題を解決するために一緒に考えたり、それに伴う具体的な支援を、関係機関と

連携を図りながら進めています。女性たちが自立し、生き生きと社会参画していける

よう、様々な取り組みをしています。 

 

● ＤＶ防止への取組み 

（１）ＤＶ防止講演会の開催 

    １１月２５日は「女性に対する暴力撤廃の国際デー」であり、内閣府においては、

毎年１１月１２日から２５日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間として、全

国的に取組みを進めています。本市においては毎年、テーマを決めて、「ＤＶ（ド

メスティック・バイオレンス）防止講演会」を開催しています。 

今年度は、１０月２７日（土）に、フェミニストカウンセリング堺からカウンセラーの

加藤伊都子さんを講師に迎え、「ＤＶってなに？！～私にできる被害者支援～」を

テーマに開催し、ＤＶについての基本的な知識や、被害者支援について学びまし

た。参加者から「わかりやすい内容だった。今後も継続してほしい」などの声をいた

だき、今後も継続していくことの重要性を感じています。 

（２）デートＤＶ予防教育／ジェンダー平等教育出前講座（研修）の開催 

    ＤＶの中で育てられてきた子どもたちは、ＤＶの関係を当たり前のように受け入

れ、自分も同じようなＤＶ加害者や被害者になってしまうことが、たびたび見受け

られます。縛られることを「愛されている」と思い込み、殴られることを「私が悪いか

ら」と暴力を受け入れてしまいます。幼い頃から、ジェンダーの視点を学び「ありの

ままの自分」「ありのままの他者」を受容、表現すること、又、多様な生き方を尊重

できる力を育むことを目的として開催しました。暴力はいけないこと、男だから許さ

れ、女だから当たり前という考えにとらわれない教育が必要という観点から、ＮＰＯ

法人ＳＥＡＮ主催の研修を受けた人権擁護委員の皆さんには、小学校（６校）で、

講座をしていただきました。また、ＮＰＯ法人ＳＥＡＮから講師を迎え、中学校（１

校）や小中学校の教師向けに講座や研修をしていただきました。ＤＶ被害者や加

害者を生み出さないために、デートＤＶ予防教育／ジェンダー平等教育出前講

座は、四日市市配偶者等からの暴力（ＤＶ）防止計画にも、前期（平成２５～２６年

度）に重点的に取り組むべき事項の一つとして位置づけられています。 

 

● ＤＶ被害者への支援 

    警察をはじめ他の相談機関等との連携をとりながら相談者の支援にあたるため、

多機関同席の面接やケース検討会議のコーディネーターとしての役割を果たし

ました。 
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（１）住民基本台帳事務における支援措置について 

ＤＶやストーカーの加害者が被害者の所在を追求する可能性がある場合、本市

においては平成２１年度から、当センターが発行する意見書で住民基本台帳等の

閲覧制限の手続きをすることができるようになりました。また、必要に応じて、手続き

の同行支援も行っています。なお、住民基本台帳等の閲覧制限は、１年毎に更新

の手続きが必要となります。 

（２）相談証明の発行 

相談室で相談を受けている女性たちの自立支援のために、必要に応じて、医療、

住宅、就労、裁判所等の手続きのために、当センターに相談があったことの証明書

を発行しています。 

（３）四日市市緊急避難支援事業について 

夫等身近な男性から身体的、精神的な暴力等による被害、またはストーカー行為

等を受け、これが繰り返されるおそれのある女性等の福祉の向上と自立支援を図る

ことを目的に、避難に要する費用及び自立に向けての活動に要する費用を支給し

ています。ＤＶ防止法等により本市が保護の義務を負う被害女性や、ストーカー行

為を受けている女性等で、近親者等から金銭等の援助を受けることができず、現に

経済的に困窮していて、避難のための緊急な支援が必要な人が利用できるようにな

っています。今年度は２人のＤＶ被害者とその子どもたちが支援を受けました。 

（４）ワンストップサービスについて 

相談者が、庁内の各課で何度も同じ相談をしなくてもすむように、ＤＶ被害者支

援シートを活用することにより相談内容の共有化を図り、相談者の心理的負担の軽

減を図っています。 

   

● 関係機関との連携  

四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議 

児童福祉法とＤＶ防止法に基づき、要保護児童と配偶者からの暴力を受けた者

及びその養育する子の早期発見、適切な保護、適切な支援等を図ることを目的とし

て、ネットワーク会議を開催しています。この会議は、関係機関等から推薦を受けた

委員及び推進委員をもって構成し、要保護児童等の情報交換や要保護児童等に

対する支援、 子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止を推進するための啓発活

動に関する事項等を協議しています。このネットワーク会議での各関係機関からの

報告からも、子どもの虐待とＤＶは、密接な関係があると認識しています。 

 

● 臨床心理士相談   

相談室に訪れる女性たちの多くが、心に大きな傷を負っています。その原因とし

ては、親、兄弟姉妹、子ども等との軋轢や、配偶者からの暴力があります。そして、

そのような環境の中で自己を見失い、心の整理ができていないことがほとんどです。 

婦人相談員が面接し、臨床心理士相談の必要性を認めたケースを、毎月２回実施
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された臨床心理士相談につなげました。今年度は１０人の相談者が、合計３４回の

相談を受けました。 

また、相談者の心のケアとともに、相談員も臨床心理士からのアドバイスを活かし、

相談にあたることができました。 

相談者の自立支援のため、今後も継続して実施することが必要と考えています。 

 

● 法律相談   

毎月１回「女性の弁護士による法律相談」を実施しています。女性が抱えるさまざ

まな問題に、女性の弁護士から専門的なアドバイスをもらっています。今年度は、３

５件の相談がありました。 

 

● 相談員のスキルアップについて 

   多岐にわたる相談に対応するためには、相談員の力量が重要になるため、相談

員の資質向上の研修にも取り組んでいます。   

（１）スーパービジョン 

相談員の資質向上を目的に、今年度も講師を迎えて研修をしました。相談者の

立場に立ったフェミニストカウンセリングを目指して、逐語録の検証やロールプレイ

などを行いました。この研修を通して、相談員が独りよがりになることなく、相談者に

寄り添った相談の展開ができるようにしています。相談者にとって、よりよい相談を行

うためにも、スーパービジョンは不可欠です。 

（２）ケース検討会 

３名の相談員が担当した相談者への支援について、相談員個々の対応ではなく、

相談室全体で共通認識を持てるように、随時、ケース検討会を行っています。対応

困難なケースについては、スーパーバイザーの指導も受け、課題や方向性を見直

しながら、相談室全体のスキルアップにもつなげています。 

 

● 昼休みの電話相談   

「仕事をしていると、相談予約を取る時間がない」という相談者の声をもとに、今年

度から昼休み時間（１２：００～１３：００）をなくし、９：００から１６：００まで切れ目のない

電話相談を受けてきました。相談先の問い合わせや、面接予約をとるなど、相談者

が休憩時間等の限られた時間にも相談していただくことができたと思っています。今

後も引き続き行っていきます。 

 

● 電話相談ボランティアによる夜間電話相談 

   月 1 回第 4 水曜日の１８：３０～２０：３０に、電話相談ボランティアによる夜間電話

相談を行いました。月に 1 回なので、なかなか周知されなかったことが反省点にな

ります。 
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Ⅳ．より充実した相談をめざして 

 

● 多文化共生の課題 

四日市市には多くの外国人が生活をしています。夫等からの暴力を受け、相談室に

たどり着く人が年々増えているように感じています。そこで直面するのが〔言葉〕の問題

です。中には相談員との日常会話すらできない人もいます。日常会話はできても、DV

防止法や支援に係わる制度的な会話は成り立たないことも多いのです。その結果、問

題解決に莫大な時間と労力を要するだけではなく、誤解が生じたりすることもあります。 

現在、四日市市で相談を受ける場合、スペイン語・ポルトガル語については、多文化

共生推進室に通訳派遣を依頼して対応しています。しかしながら、緊急の相談や、英

語・中国語・タガログ語等の対応が困難です。また、ＤＶ被害者である外国人相談者が

相談室の助言のもと、病院や警察等の関係機関に出向く時には対応できません。この

ため、はもりあ相談室以外で通訳が必要な場合、今年度は「三重県 DV 被害者支援委

託事業」を活用して、離婚調停の際の通訳派遣を依頼しました。 

今後、四日市市に生活をしている外国人相談者が、安心して相談できる体制づくりを

検討する必要があります。 

                  

● 相談事業の充実 

相談者がいつでも相談できる環境を整えるために、今年度から昼休み時間をなくし

て、９：００～１６：００まで切れ目のない電話相談を行いました。また、月 1 回第４水曜日

に行っていた夜間電話（１８:３０～２０：３０）を、より多くの女性たちの相談の場にするた

め、平成２５年度は、毎週の水曜日に行う予定をしています。 

また、男性に向けては、専門の男性相談員による「男性のための電話相談」を６月

に試行し、２０～６０歳代の幅広い年齢層の方から、「妻へのＤＶ」「わが子の望まない

妊娠」「仕事のこと」など多様な相談がありました。平成２５年度は、一般の行政相談で

は対応が困難なその人の生き方に関わる相談に応じ、ジェンダーの視点についても

示唆をしながら、より自分らしい生き方について共に考える場として、男性相談員によ

る男性のための相談を定期的に行う予定をしています。 

心のケアとしての臨床心理士相談を、平成２３年度から継続して実施しています。相

談者の話を相談員が聴き、必要に応じて臨床心理士につなげていきますが、平成２５

年度は、相談者からの要望にこたえ、女性の臨床心理士を迎える予定です。 

匿名でセクシャルマイノリティーの相談や、精神的に不安定と思われる相談もありま

す。より適切な相談ができるよう、保健所などの専門機関との連携を強化していきます。 

 

● 住民基本台帳事務における支援措置について 

ＤＶ及びストーカー行為等の被害者の保護を図るため、住民基本台帳等の閲覧制

限があります。国は、ＤＶ及びストーカー行為等に加え、児童虐待、その他これらの行
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為に準ずる行為を追加するため、事務処理要領の一部を改正（平成２４年１０月）しま

した。 

四日市市では、支援措置にかかる加害者の対象を「配偶者等」と「ストーカー」に限

定していましたが、国の改正に伴い、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」

の様式を変更しました。この変更に伴い、「親」や「子ども」から暴力を受けているという

相談者へも対応することはできるようになりましたが、保護の根拠となる法律がないた

め、そのハードルは高く、今後の法整備が望まれます。 

 

● 多様な連携 

相談者の気持ちにそって話を聴き、支援をしていくためには、関係機関との多様な

連携が必要になります。相談者の意思を尊重しながら、いかに連携をスムーズにコーデ

ィネイトしていくかが、相談室の大きな課題と言えます。今後も、必要に応じ関係機関と

のケース検討会などを設け、相談者の支援にあたっていきます。 

＜今年度連携をもった機関＞ 

庁内 児童福祉課家庭児童相談室、保護課、障害福祉課、介護高齢福祉課、市民課
福祉総務課、市営住宅課、保険年金課、教育委員会、保健所、文化国際課 

庁外（民間を含む） 
北勢児童相談所、三重県女性相談所、三重県警察本部、四日市北警察署、四

日市南警察署、四日市西警察署、日本年金機構、津地方裁判所四日市支部、

津家庭裁判所四日市支部、他市町行政職員、保育園、小学校、中学校、大学、

母子生活支援施設、婦人保護施設、障がい者施設、障がい者支援センター、

民生委員、人権擁護委員、ＮＰＯ法人四日市男女共同参画研究所、ＮＰＯ法人

女性と子どものためのヘルプライン・ＭＩＥ、ＦＭＣ（フィリピン女性ら外国人支援

団体）、公益財団法人三重県国際交流財団、四日市市社会福祉協議会、母子

福祉センター、医療機関、弁護士、行政書士、不動産業者、引越し業者など 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お問い合わせ・ご意見をお寄せください。 
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